
明示している 明示していない 明示していない場合、その理由
全て提出さ
せている

一部提出し
ていない委
託先がある

提出を求め
ていない

全て医師の立
会のもと実施し

ている
明記している 明記していない

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

判定処理は的確に処理されているた
め、契約書等では明示していない。

「市町村における精度管理のための技
術的指針」を資料として提供してい
る。

大府市

知多市

知立市

豊田市

安城市

西尾市

蒲郡市

犬山市

常滑市

江南市

小牧市

東海市

肺がん検診における委託契約書等の仕様及び計画書の提出について

市町村名

一宮市

瀬戸市

半田市

春日井市

契約書には明示していないが、委託先
の判断基準を確認したうえで採用して
いる。

委託先がその判定基準に沿っているこ
とを確認しているため。

碧南市

刈谷市

津島市

胸部X線検査を医師の立会無く実施する際、
責任医師等を明示した計画書を委託先から提
出させているか。

胸部エックス線の「読影の
際には、2名以上の医師に
よって読影し、うち一人は
肺がん診療に携わる医師も
しくは放射線科の医師を含
める」ことを明記している
か。

豊川市

豊橋市

岡崎市

肺がんの疑いが少しでもあれば全てE判定とし、肺がん
以外の疾病が疑われる場合はD判定とすることを契約書
等で委託先に明示しているか。

年度

名古屋市

尾張旭市

高浜市

岩倉市

稲沢市

新城市



令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 ○ ○ ○

令和5年度 ○ ○ ○

令和4年度 41 13 7 0 20 27 36 18

令和5年度 42 12 6 0 20 28 37 17

結果判定で判別できるため

基準の認識が委託先と町で一致してい
るため。

各種報告・集計に基づき、委託先に
データの提出を依頼しているため。

扶桑町
判定基準については同じ認識であるた
め

大治町

蟹江町

飛島村

長久手市

東郷町

豊山町

大口町

愛西市

清須市

「肺癌集団検診の手引き」の肺癌検診
における胸部X線写真の判定基準と指
導区分によって行う

武豊町

幸田町

豊根村

南知多町

美浜町

阿久比町

東浦町

委託開始時には、判定基準について確
認

入力を失念していた

今後検討していく

契約書には明示していないが、判定に
ついては委託先と共通認識を持ってい
る。

みよし市

あま市

設楽町

東栄町

北名古屋市

弥富市

○の数

豊明市

日進市

田原市


